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管理者とは何か



専門家の関与の必要性

•マンションの高経年化の進行等による管
理の因難化

•マンションの高層化・大規模化等による
管理の高度化・複雑化



マンション管理士等の専門家の関与

従来方式 相談、助言、指導その他の援助

第三者管理方式 管理組合の運営に直接関与する



マンション管理士等の専門家の関与



管理会社による関与
管理事務の受託＋管理者に選任

•区分所有者の意思から離れた不適切な管理のおそ
れ

•管理組合と管理業者との利益相反の発生のおそれ

•管理業者に支払うコストの増大等が生じるおそれ

•区分所有者の管理への関心の低下等



管理者による独断専横的行為の防止
管理組合と管理者との利益相反の防止

１ 管理者の権限の制限

① 管理者への議決権の非付与

委任状での議決権行使の委任を認めない。

② 管理者の権限の制限

代理権証明書等の利用



管理者による独断専横的行為の防止
管理組合と管理者との利益相反の防止

２ 利益相反取引等や大規模修繕工事への対応

① 利益相反取引等にかかるプロセス（ルール）の整備

② 利益相反取引等の制限

管理者業務委託契約、管理規約の整備

③ 管理者による利益相反取引等についての適切な開示

④ 大規模修繕工事等の発注における発注先選定等の透明性確保

⑤ 管理組合からの報酬以外のリベート等の収受禁止



管理者による独断専横的行為の防止
管理組合と管理者との利益相反の防止



管理者による独断専横的行為の防止
管理組合と管理者との利益相反の防止

３ 管理者に対する監視・チエック体制

① 監事の選任・・・外部専門家の利用

② 監事の権限・職務

業務及び財産の状況の監査・総会への結果報告

管理者の業務に対する調査権限

業務執行に不正等がある場合の総会招集権

③ 管理者から監事に対する定期報告



管理者による独断専横的行為の防止
管理組合と管理者との利益相反の防止

④ 適正な財産管理・管理運営確保のためのアドバイス

管理者が議⾧を務める総会（通常総会等）で適切な

議事が進行されているか等の確認（議事の集計等）

大規模修繕工事に係る修繕委員会への助言等



管理会社が管理者となる場合特有の問題点

•管理業務と管理者業務とが混同して行われる可能性

•管理会社による総会支援により、管理者の選任が不透明
になる可能性

•情報の偏在化

チェック体制の確立が困難になる可能性





大規模修繕工事の談合とはコンサルタント
（管理会社や設計事務所等）が行う
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利益相反行為



２

管理会社が大規模修繕工事の元請を行う。

コンサルタント（管理会社、設計事務所
等）が修繕業者からバックマージンやリベー
トを要求する。

談合の手口



２ 管理会社の売上構造
管理会社の売上高構成例

【1】 財閥系大手の売上高構成例

100%

90% 総合売上高

80% 442億32百万円

70% 修繕工事 売上 受託戸数 管理受託費 （100戸/棟）

60% 304億85百万円（69％） 18万3314戸 750万円の内訳（年間）

50% （100戸/棟） 事務管理業務費 240万円

40% 管理員業務 290万円

30% （平成29年3月期） 建物・設備管理 210万円

20% 管理委託 売上 植栽管理 10万円

10% 137億47百万円（31％）

0% （=管理委託費 750万円×1833棟）

【2】 中堅デベロッパー系

100%

90% 総合売上高

80% 13億4千6百万円 管理実績

70% 修繕工事 売上 受託戸数 全社合計 369件 （17，013戸）

60% 6億8千4百万円（50.8％） 17,013戸 首都圏 230件 （9，774戸）

50% （369棟） 関西圏 139件 （7，239戸）

40%

30% 営業損益 管理受託費（年間）

20% 管理委託 売上 7千5百万円 （100戸/棟）  換算 390万円

10% 6億6千2百万円（49.2％）

0% （平成29年3月期）



３ 行動経済学（ナッジ）の悪用

「大規模修繕工事」と「計画修繕工事」が
与えるイメージ



計画修繕工事実務マニュアル （マン管センター発行）

３ 行動経済学（ナッジ）の悪用

長期修繕計画書による計画的に行う修繕工事

建物全体又は複数の部位の大規模な修繕工事



大規模の修繕とは建築物の主要構造物の一種以
上について行う過半の修繕

建築基準法第２条（用語の定義）

一級建築士が必要

３ 行動経済学（ナッジ）の悪用



一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

標準管理規約第28条一（修繕積立金）

３ 行動経済学（ナッジ）の悪用



諸外国の長期修繕計画書作成の実態

４



諸外国のマンション長期修繕計画書状況



5

談合防止対策の要は
それはコンサルタント選択にある



A）コンサルタントの見積書の分析方法

劣化診断調査

調査員の大半は各種メーカーの

応援部隊なので人件費はゼロ。

しかるに人件費を計上している。



A）コンサルタントの見積書の分析方法

設計管理業務

新築工事と違い修繕工事は経験技術力等が

重要であるにも関わらす重複した費用を加

算している。



A）コンサルタントの見積書の分析方法

工事監理業務

計画修繕工事のコンサルタント業務で最も

重要であるにも関わらず、実態は修繕業者

任せが多い。



参考資料

橋本弁護士作成の工事請負約款

2023.7.29第45回マンション管理セミナー



建築基準法・請
負契約約款の
盲点・注意点
弁護士 橋本 匡弘



128戸RC造13階建てマンション 調査診断報告会 資料

屋上 2F屋上

外壁 バルコニー



共用廊下 屋外階段 鉄部

シーリング材





設計事務所 NPO

数量 単位 金額 金額

1 式 536,800 劣化診断調査 2023.4から約2ヶ月 291,000

1 式 463,100 設計管理業務 2023.6から約8ヶ月 572,000

1 式 264,000

1 式 1,122,000 工事監理業務（週２回） 2024.2から工期約6ヶ月 1,550,000

482,600

238,590 289,560

¥2,624,490 ¥3,185,160

消費税 消費税

合計 合計

工事監理業務（週1回）

諸経費

施工業者選定補助業務

業務内容 業務内容

建物調査診断業務

修繕計画業務









コンサルタント業者選択（ヒアリング調査）
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事務所を訪問し、経営者・代表者に下記を質問する。



計画修繕工事、大規模修繕工事、大規模な修繕工事の違い

長期修繕計画書作成の目的や活用方法

劣化診断調査方法や修繕業者選択方法等

大規模修繕工事（計画修繕工事）に

１級建築士の必要の有無

７：コンサルタント業者選択



NPOのシナジー方式

８









Overcoming 
nervousness

Confidence-building strategies

方式 責任施工方式設計管理方式 シナジー方式
構成メンバー 修繕業者 修繕業者 修繕業者

建築士等 建築士等
リーダー 修繕業者 建築士等 マンション管理士
劣化診断調査 修繕業者 建築士等 建築士等
工事仕様書作成 修繕業者 建築士等 建築士等
設計予算書作成 修繕業者 建築士等 マンション管理士
設計予算管理 × × マンション管理士
工事監理 修繕業者 建築士等 建築士等
工事予算管理 × × 〇
談合防止 △ △ 〇







マンション管理業務体系

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
務

出納会計

専門業者

その他

総会
支援業務

理事会
支援業務

図
書
等
の
保
管

各
種
報
告
書
等
の

届
出

設
備
点
検

結
果
報
告

助
言

NPO 各種業者

受付け
巡回
立会

報告連絡
管理補助

電機

定
期
清
掃

日
常
清
掃

エレベーター保守

立駐保守

給水点検保守

排水点検
雑排水菅清掃

消防設備点検報告

NPO 業者 警備会社 清掃業者 各種業者 NPO

NPO法人 マンション管理者協会（マンション管理のコンサルティング業務）

管理組合・理事会・理事長



マンション管理適正化

法・管理委託契約書

②マンション管理業務

区分所有法・管理規約

①管理組合運営 ④リスク管理

③計画修繕工事（大規模修繕工事）

マンション保険
（各種規定集・保険約款）

建築基準法・建築士法・建築

業法・民間（七会）連合協

定・マンション修繕工事請負

契 約 ・ 約 款 等







資料請求はinfo＠kinki-mankan.comまで


